
廃棄物関係第８節
（１）廃棄物・リサイクル関連法の概要

大量生産、大量消費、大量廃棄の一方通行型の社会から循環型社会への転換を推進するために、「循環型社会形成推進基本法」を中心とした様々な法律が整備
されています。

１ 循環型社会形成推進基本法 （平成１２年制定）
循環型社会の形成についての基本原則や国等の責務を定めるとともに基
本計画の策定などについて定めることにより、環境への負荷ができる限り
低減される「循環型社会＊」の形成を推進する。

２ 廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）（昭和４５年制定）
廃棄物＊の排出抑制や適正な処理（分別、保管、収集、運搬、再生、処分
など）を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る。

３ 資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）
（平成１２年制定）

資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生抑制や環境保全に資する
ため、主に事業者等の取組を中心に廃棄物の発生抑制、再生部品等の利用
及び原材料としての利用を促進する。

４ 容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
に関する法律） （平成７年制定）
家庭等から排出されるごみの約６０％（容積比）を占めている容器包装廃

棄物についての製造・利用事業者などによるリサイクルを義務付けること
により、一般廃棄物＊の減量と資源の有効利用を図る。

５ 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法） （平成１０年制定）
家電製品の製造・販売事業者などに、廃棄物となった製品の回収、リサ
イクルを義務付けることにより、家電製品の効果的なリサイクルの推進と
廃棄物の減量化を図る。対象となる家電製品は、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機、エアコンとなっている。

６ 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）
（平成１２年制定）

建設工事の受注者などに、建築物などの分別解体や建設廃棄物のリサイ
クルなどを義務付け、建設工事に係る資材の有効利用の確保及び廃棄物の
適正な処理を図る。

７ 食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律）
（平成１２年制定）

売れ残りや食べ残し又は製造過程において発生する食品廃棄物につい
て、発生抑制及び減量化により最終処分量を減少させるとともに、飼料や
肥料等の原材料としてリサイクルするため、食品関連事業者による食品循
環資源の再生利用等の促進を図る。

８ 自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）
（平成１４年制定）

自動車製造業者及び関連事業者による使用済自動車の再資源化などを適
正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、使用済自動車に係
る廃棄物の適正な処理とリサイクルを図る。

９ グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）
（平成１２年制定）

国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等へ
の需要の転換を促進をするために必要な事項を定め、環境への負荷の少な
い持続的発展が可能な社会の構築を図る。
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循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。



１０ PCB特別措置法（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法） （平成１３年制定）
PCB廃棄物＊の保管、処分などについて必要な規制等を行うとともに、そ

の処理に必要な体制の整備を図る。

１１ 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法
（平成２３年制定）

東日本大震災により生じた災害廃棄物を国が被害を受けた市町村に代わ
って処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置に
ついて定める。

１２ 小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関す
る法律） （平成２４年制定）
使用済小型電子機器等に利用されている金属その他有用なものの相当部
分が回収されずに廃棄されている状況にあることから、使用済小型電子機
器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正
な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。

１３ 食品ロスの削減の推進に関する法律 （令和元年制定）
食品ロス＊の削減に関して、国、地方公共団体等の責務等を明らかにする
とともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本とな
る事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進する。

１４ プラスチック資源循環法（プラスチックに係る資源循環の促進等に関す
る法律） （令和３年制定）
プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイク
ル全般であらゆる主体のリデュース・リユース・リサイクル・素材代替の
取組を包括的に促進する措置を講じ、資源循環の高度化に向けた環境整備
を行い、サーキュラーエコノミー＊への移行を推進する。
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PCB廃棄物
ハイライト表示
ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む廃棄物。PCBは、変圧器やコンデンサー等の絶縁油として使用されていたが、有害性が判明したため、製造や輸入、新たな使用が禁止されており、令和9年（2027年）3月末までの処分が義務付けられている。
なお、期限内処分を実行するため、県・政令市及び事業者の具体的な取組については、「埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に定めている。

食品ロス
ハイライト表示
本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品。事業活動に伴って発生するものと家庭から発生するものがある。

サーキュラーエコノミー（CE）
ハイライト表示
生産活動や消費活動などのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図る経済活動。



焼却以外の中間処理＊
２６９，１９７

総搬入量
２，０６３，３３６

総処理量
２，０５８，５１６

処分繰越等
－４，８２０

集団回収
７０，０２０

資源化（直接）
１３０，９２１

発 電減量化
１，５１５，６８７

焼 却
１，７２５，０２１

資源化（セメント等）
１４３，８０６

資源化
１７２，０１８

再生利用
５１６，７６５

資源化
７０，０２０

減量化
１４，５１１

発電リサイクル量
１，１７９，０３６

残渣焼却
６７，６１７

減量化
１，５３０，１９８

総排出量
２，１３３，３５６

処理後処分
１５，０５１

焼却残渣
６５，５２８

直接処分
９９４

最終処分
８１，５７３

�
�
直接焼却�

�１，６５７，４０４

７１．７％ ５５．３％ ２４．３％ ３．８％

年 度 計画収集処理量
①

直接搬入量
②

総搬入量
①＋②

資源ごみ集団回収量
③

全排出量
①＋②＋③

Ｒ１ ２，０７４，０１５ １５９，６６０ ２，２３３，６７５ ９６，１３０ ２，３２９，８０５

Ｒ２ ２，０８９，３６４ １５４，４４３ ２，２４３，７９７ ８０，６８７ ２，３２４，４８４

Ｒ３ ２，０４７，９０４ １４２，６４９ ２，１９０，５５３ ７８，８５８ ２，２６９，４１１

Ｒ４ ２，０１２，７６７ １３４，９４４ ２，１４７，７１１ ７６，２７７ ２，２２３，９８８

Ｒ５ １，９３４，９１６ １２８，４２０ ２，０６３，３３６ ７０，０２０ ２，１３３，３５６

（３）ごみ処理状況の推移 （単位：t）

（２）ごみ処理の状況（令和５年度）
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中間処理
ハイライト表示
廃棄物を減量化、安定化、無害化、再資源化するために行う焼却・中和・脱水・破砕・圧縮・蒸留などの処理をいう。



（４）ごみの総搬入量の種類別内訳 （単位：千t）

年 度 混合ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ＊４１ その他＊４２ 合 計

Ｒ１
１５７ １，６７２ ９０ ４３ ２７１ ２ ２，２３４＊４３

７．１％ ７４．８％ ４．０％ １．９％ １２．１％ ０．１％ １００．０％

Ｒ２
１５４ １，６５０ ９７ ４７ ２９３ ２ ２，２４４＊４３

６．９％ ７３．５％ ４．３％ ２．１％ １３．１％ ０．１％ １００．０％

Ｒ３
１５２ １，６１６ ８８ ４５ ２８６ ２ ２，１８９＊４３

６．９％ ７３．８％ ４．０％ ２．１％ １３．１％ ０．１％ １００．０％

Ｒ４
１４９ １，５９５ ８３ ４２ ２７６ ２ ２，１４７＊４３

６．９％ ７４．３％ ３．９％ ２．０％ １２．８％ ０．１％ １００．０％

Ｒ５
１４２ １，５４０ ７６ ４０ ２６３ ２ ２，０６３＊４３

６．９％ ７４．６％ ３．７％ １．９％ １２．７％ ０．１％ １００．０％

＊４１ 缶、びん、古紙、布など再生利用を目的として回収したものをいいます。
＊４２ 従来「その他」に区分されていたごみ処理場への直接搬入ごみが平成１９年度から「混合ごみ」、「可燃ごみ」などに細分化されました。
＊４３ 端数処理の関係で合計が合いません。

（５）１日当たりのごみ排出量の推移

年 度 １日当たりのごみ排出量
（t）

１人１日当たりの排出量
（g）

Ｒ１ ６，３６６ ８６２

Ｒ２ ６，３６８ ８６１

Ｒ３ ６，２１８ ８４１

Ｒ４ ６，０９３ ８２５

Ｒ５ ５，８２９ ７９０

※ 現在、国が採用しているごみ排出量の定義（排出量＝収集ごみ量+直接搬入量+集団回収量）により算出した数値です。
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（６）市町村における容器包装廃棄物の分別収集等の状況（令和５年度）

品 目

収集 再商品化

実施市町村数収集計画量（t）
Ａ

分別収集量（t）
Ｂ

達成率（％）
Ｂ／Ａ

再商品化量（t）
Ｃ

前年度保管残量（t）
Ｄ

再商品化率（％）
Ｃ／（Ｂ＋Ｄ）

無色ガラス製容器 １２，９９９ １０，４１３ ８０．１ １０，４０８ ４１ ９９．６ ６１

茶色ガラス製容器 １０，６８２ ８，７０１ ８１．５ ８，６８０ ５７ ９９．１ ６１

その他のガラス製容器 ９，０６５ ７，６５０ ８４．４ ７，６０８ ２３ ９９．２ ５４

その他紙製容器包装 １，２５４ １，９１１ １５２．４ １，９０８ ０ ９９．８ ９

ペットボトル ２２，４７８ ２３，１４６ １０３．０ ２３，０４２ ７７ ９９．２ ６２

その他プラスチック
製容器包装

４５，４７６ ４２，８６２ ９４．３ ４１，３６４ ４９３ ９５．４ ３４

（うち白色トレイ） １７ ２２ １２９．３ １４ ０ ６３．６ ２

スチール製容器 ７，３４４ ６，１６７ ８４．０ ６，１４２ ０ ９９．６ ６３

アルミ製容器 １１，３６５ １０，５９７ ９３．２ １０，５６９ ０ ９９．７ ６３

飲料用紙パック １，０５８ ８０３ ７５．９ ８０２ ０ ９９．９ ５８

段ボール ５７，６７７ ５０，６０９ ８７．７ ５０，６０６ ０ １００．０ ５９

合計 １７９，４１５ １６２，８８１ ９６．９ １６１，１４３ ６９１ ９５．９

※１ 本表の数値は、国の調査方法に準じて算出したものです。
※２ 実施市町村数は、令和６年３月末時点で分別収集を実施している市町村の数です。
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（７）し尿処理の状況（令和５年度）

処理量
（計画収集処理量）
７５６，１０４kL

浄化槽汚泥
６７９，９９６kL
くみ取りし尿
７６，１０８kL

下水道投入量
０kL

下水道投入率
０．０％

自家処理量
３４３kL

浄化槽水洗化率
１８．６％

水洗化人口
７，３１６，３７９人

水洗化率
９９．１％

非水洗化人口
６３，０４３人

非水洗化率
０．９％

下水道水洗化率
８１．４％

計画収集率
９９．７％

自家処理率
０．３％

し尿処理施設
処理量

７５６，１０４kL

し尿処理率
１００．０％

浄化槽＊人口
１，３６４，１５９人

（うち、コミュニティ
プラント）
８５４人

総人口
７，３７９，４２２人

公共下水道＊人口
５，９５２，２２０人

計画収集人口
６２，８５０人

自家処理人口
１９３人

下水道終末処理場
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公共下水道
ハイライト表示
市街地の雨水を速やかに河川等へ排除し、また、家庭や工場から排水される汚水を集め終末処理場で処理し河川等に放流するもので、市町村が建設・管理する下水道。

浄化槽
ハイライト表示
し尿・生活雑排水（炊事、洗濯、入浴等の排水）を沈殿分離や微生物の作用による腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを消毒し、公共用水域等へ放流する施設をいう。し尿のみを処理する施設を単独処理浄化槽、し尿及び生活雑排水を一緒に処理する施設を合併処理浄化槽という。なお、法令上の用語としては、浄化槽とは合併処理浄化槽のみを指す。



年 度 総人口
水洗化人口 非水洗化人口

公共下水道人口 浄化槽人口 計画収集人口 自家処理人口

Ｒ１ ７，３８７，９１３
５，８３３，１７３ １，４７７，１５８ ７７，４１７ １６５

７９．０％ ２０．０％ １．０％ ０．０％

Ｒ２ ７，３９４，５０１
５，８７４，６０６ １，４４３，３３９ ７６，３２６ ２３０

７９．４％ １９．５％ １．０％ ０．０％

Ｒ３ ７，３８９，９２５
５，９０７，５０５ １，４０５，９８０ ７６，１９８ ２４２

７９．９％ １９．０％ １．０％ ０．０％

Ｒ４ ７，３８５，７３０
５，９２９，１８１ １，３８５，５９５ ７０，７０９ ２４５

８０．３％ １８．８％ １．０％ ０．０％

Ｒ５ ７，３７９，４２２
５，９５２，２２０ １，３６４，１５９ ６２，８５０ １９３

８０．７％ １８．５％ ０．９％ ０．０％

（８）水洗化人口 （単位：人）

年 度 総排出量
排出内訳

総処理量
処理内訳

生し尿 浄化槽汚泥 自家処理 し尿処理施設 下水道投入

Ｒ１ ７９６
９２ ７０４ ０

７９６
７９６ ０

１１．５％ ８８．４％ ０．０％ １００．０％ ０．０％

Ｒ２ ７９１
８７ ７０３ ０

７９０
７９０ ０

１１．０％ ８９．０％ ０．１％ １００．０％ ０．０％

Ｒ３ ７８４
８３ ７０１ ０

７８４
７８４ ０

１０．６％ ８９．４％ ０．１％ ９９．９％ ０．０％

Ｒ４ ７７３
７９ ６９４ １

７７３
７７３ ０

１０．３％ ８９．７％ ０．１％ １００．０％ ０．０％

Ｒ５ ７５６
７６ ６８０ ０

７５６
７５６ ０

１０．１％ ８９．９％ ０．０％ １００．０％ ０．０％

（９）し尿の総排出量の内訳・処理の状況 （単位：千kL）

※ 端数処理の関係で排出内訳の合計と合いません。
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年 度
申請件数 許可件数 不許可件数

新規 変更 更新 新規 変更 更新 新規 変更 更新

２７ ９０５ ２４０ １，８７６ ９２５ ２４６ １，８６９ ２ １ ６

２８ ９０６ ２０６ ２，０３８ ８８４ ２０８ ２，０１５ １ ０ ５

２９ ８５０ ２１０ １，９１３ ８６３ ２０１ １，９０３ ５ ０ ３

３０ ９０８ ２０１ ２，０２０ ８６８ １９２ １，９０６ １ １ ４

Ｒ１ ９３１ ２１７ ２，２０１ ９１０ １６８ ２，０６８ ２ ０ ２

Ｒ２ １，０６１ ２１０ ２，２７０ ９９９ ２１０ ２，３３１ １ ０ ２

Ｒ３ １，１３３ ２１０ ２，４２０ １，１１３ ２１７ ２，３５７ １ ０ ３

Ｒ４ １，０３４ ２４５ ２，３５７ １，０７３ ２４５ ２，４２１ ５ ０ ２

Ｒ５ １，０７１ ２７２ ２，４５５ ９４３ ２５１ ２，２８０ ４ １ ３

Ｒ６ １，０８９ ２０６ ２，６２２ １，１２２ ２１５ ２，５３２ ４ ０ ６

（１２）産業廃棄物処理業の許可等の内訳

再生する廃棄物の種類 令和５年度
登録事業者数 登録事業者総数

古紙・古繊維 ０ ９２

金属くず ０ ７０

廃プラスチック類 ０ １８

木くず ０ １７

がれき類・コンクリートくず・鉱さい ０ ２１

ガラスくず・陶磁器くず・空き瓶 ０ １７

その他 ０ １７

（１０）登録廃棄物再生事業者＊数（令和６年度） （単位：件）

※ 権限移譲済の秩父市、加須市、草加市、越谷市、川口市、戸田市及び
上里町を除く事業者数

業 務 内 容 申請件数 許可件数 許可業者数
（年度末）

産業廃棄物収集運搬業 ３，６６９ ３，６１７ １８，４５３

産業廃棄物中間処分業 ６１ ５２ ２８４

特別管理産業廃棄物収集運搬業 １８７ １９７ １，０８６

特別管理産業廃棄物中間処分業 ０ ３ ２２

最終処分業 ０ ０ ０

合 計 ３，９１７ ３，８６９ １９，８４５

（１１）産業廃棄物＊処理業の申請及び許可件数（令和６年度）
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登録廃棄物再生事業者
ハイライト表示
廃棄物の再生を業として営んでいる者で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の規定により知事の登録を受けた者。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。



処理方法 産業廃棄物の種類 施設数

１ 破 砕 廃プラスチック類、木くず、がれき類など ３９７

２ 焼 却 廃酸、紙くず、木くず、繊維くずなど ２９

３ 切 断 金属くず ４６

４ 圧 縮 金属くず ６６

５ 圧 縮 梱 包 廃プラスチック類、紙くず、繊維くずなど ８７

６ 溶 融 減 容 廃プラスチック類 ２５

７ 破砕・減容 廃プラスチック類、紙くず、繊維くずなど ２５

８ 脱 水 汚泥 ５３

９ 中 和 廃酸、廃アルカリ １７

１０ 発 酵 動植物性残さ、家畜ふん尿 ２１

１１ 溶 融 燃え殻、ばいじん等 ５

１２ 圧 縮 減 容 廃プラスチック類、紙くず、繊維くずなど １７

１３ 乾 燥 汚泥、動植物性残さ ９

１４ 蒸 留 廃油 ８

１５ そ の 他 汚泥など ７０

合 計 ８７５

施 設 箇 所 数 残余容量（㎥）

安 定 型 ０ ０

管 理 型 １ ８５７，７１９

発生場所 住宅地 農地 河川敷 道路 山林 その他 合計

件 数 ７ ５ １３ １８ １２ １６ ７１

構成比（％） ９．９ ７ １８．３ ２５．４ １６．９ ２２．５ １００

（１３）産業廃棄物中間処理施設数（令和６年度） （１４）産業廃棄物最終処分場数（令和６年度末）

※ 産業廃棄物処理施設の許可を有するものに限る。

（１５）産業廃棄物の不法投棄発生状況（令和６年度）
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